
河辺荘短期入所生活介護事業所　利用料金表

令和4年10月1日

4,460 円 5,550 円 5,960 円 6,650 円 7,370 円 8,060 円 8,740 円

390 円 480 円 520 円 580 円 640 円 700 円 750 円

130 円 150 円 170 円 190 円 210 円 230 円 240 円

70 円 90 円 100 円 110 円 120 円 130 円 150 円

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第１段階 823 円 945 円 1,008 円 1,086 円 1,167 円 1,245 円 1,321 円

第２段階 1,493 円 1,615 円 1,678 円 1,756 円 1,837 円 1,915 円 1,991 円

第３段階① 1,893 円 2,015 円 2,078 円 2,156 円 2,237 円 2,315 円 2,391 円

第３段階② 2,193 円 2,315 円 2,378 円 2,456 円 2,537 円 2,615 円 2,691 円

第４段階 2,823 円 2,945 円 3,008 円 3,086 円 3,167 円 3,245 円 3,321 円

3,346 円 3,590 円 3,716 円 3,872 円 4,034 円 4,190 円 4,342 円

3,869 円 4,235 円 4,424 円 4,658 円 4,901 円 5,135 円 5,363 円

上記、① + ② + ③ の１．６％が負担となります

ショートスティ　（多床室）

１日の利用料

要　介　護　度

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

　①　介護福祉施設サービス費（Ⅱ）

　②　サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

　③　夜勤職員配置加算（Ⅲ）ｲ 

180 円

150 円

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

食　費（１日）

負
担
限
度
額

上記、① + ② + ③ の８．３％が負担となります

300

600

1,000

円

円

円

円1,445

　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
上記、① + ② + ③ の２．７％が負担となります

1,300 円

　介護職員等ベースアップ等支援加算

自己負担額（１日分）
（自己負担率１割の方）

負
担
限
度
額

滞在費（１日）

負
担
限
度
額

円

370 円

円0

855

　　　　そのため、自己負担額も増額されます。

　　※ その他、入退所時に施設車両での送迎サービスを利用した場合は、片道１，８４０円が加算されます。

自己負担額（１日分）
（自己負担率２割の方）

自己負担額（１日分）
（自己負担率３割の方）



●利用者負担額の減額について

◆

●その他の費用（介護給付対象外）

種　類

　理髪・理美容

　私物の洗濯

　日常品費

　行事参加費

　その他の料金 利用者に負担頂くことが適当であると認められたもの

実　費

実　費

実　費

費　　用

2,000円／回

摘　　　　　要

理美容業者の出張による理髪サービスをご利用いただいた場合

無　料
施設内で洗濯可能な私物は無料です。その他、クリーニングが必要な物は実費と
なります

ご利用者の日常生活で要する費用で、ご利用者にご負担いただくことが適当である
もの

外出行事に参加された場合の費用に応じた実費

◇第１段階

◇第４段階

①世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。

上記の第１段階、第２段階、第３段階以外の方。

②生活保護を受けている方。

◇第２段階

世帯全員（世帯分離をしている配偶者を含む）が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額
と非課税年金収入額の合計が年間８０万円以下の方。

◇第３段階①

世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が８０万
円を超え１２０万円以下の方。

◇第３段階②

世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が１２０
万円を超える方。

介護保険負担限度額認定

以下に該当となる方は食費および滞在費が減額となる可能性があります。
制度の詳細および申請のお手続きは、介護保険者である市区町村役場にお問い合わせ下さい。


